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 平成 23年３月 11日に東日本を直撃したマグニチュード 9.0の大地震とそれに伴う巨大津波、

その後断続的に発生した余震によって、多くの尊い命と財産が奪われた。  

本県においては、明治 29年、昭和８年の三陸地震津波、昭和 35年のチリ地震津波等による

被害状況を踏まえ、津波対策として防潮堤等の防災施設の整備や地域防災の取組などを進めて

きたが、今回の津波は、過去の津波を凌ぐ大規模なものであり、これまで数多くの災害に見舞

われてきた本県にとっても、かつて経験したことのないような大災害となった。 

 今、この筆舌に尽くしがたい状況を目の当たりにして、私たち県民一人ひとりの胸には、「人

命が失われるような津波被害は今回で終わりにする」という決意と、災害の苦しみ、悲しみを

乗り越え、「安全に、暮らし、働くことができる地域社会」を取り戻そうとする思いがあふれ

ている。 

 

 この「岩手県東日本大震災津波復興計画」（以下「計画」という。）は、このような切なる思

いを実現するべく、科学的、技術的な知見に立脚し、被災市町村等の復興を長期的に支援する

という考え方に基づき、沿岸地域をはじめとした岩手県全体が、震災を乗り越えて力強く復興

するための地域の未来の設計図として、被災住民・市町村の意見等を十分踏まえながら、「岩

手県東日本大震災津波復興委員会」（委員長：藤井克己岩手大学学長）をはじめとする県内外

の専門家、学識経験者からの提言等に基づき、岩手県が策定するものである。 

 計画では、「いのちを守り 海と大地と共に生きる ふるさと岩手・三陸の創造」を目指す

姿とし、復興に向けた３つの原則として「安全の確保」、「暮らしの再建」、「なりわいの再生」

を掲げている。また、安全で安心な防災都市・地域づくり、被災者が一日でも早く元の生活に

戻ることができる住環境の整備や雇用の確保、本県の基幹産業である水産業の再生など、当面

する課題から地域が復興する姿まで、基本的な考え方や復興への歩み等を示している。 

 

 この計画は、沿岸地域をはじめとした被災地域が、岩手の未来を担う力となるよう、地域社

会のあらゆる構成主体が連携して復興の主体となり、その総力を結集し、地域社会に根ざした

復興をなし遂げることを目指す。また、全国、世界各地から寄せられている様々な支援や参画

の広がりを契機とし、これらのつながりを力に、開かれた復興を実現する。 

そして、私たち県民が復興に向かう姿は、今後の世界的な津波防災の方向を指し示すものと

確信している。 

 

今回の大震災津波により、広範囲にもたらされた甚大な被害からの復興は、まさに国家的な

課題と位置付けられるものであり、その道のりは決して平たんではない。しかし、この計画に

より、県民全員で震災を乗り越え、さらには、ふるさと岩手・三陸の力強い創造に向け、希望

を抱きながらその道を着実に歩んでいきたい。 
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